
育児相談
保護者や子供の交流の場にもなっています。　内容 身体測定・
保健師等の相談　持ち物 母子健康手帳

プレママ・パパ交流会（予約制）
「赤ちゃんといる生活ってどんな生活なのかな」「出産に
向けて何を準備したらいいんだろう」など先輩ママ・パパ
や赤ちゃん（生後1～3か月）と、情報交換や交流ができま
す。　 日程・場所 12月17日㈫・浅草保健相談センター、12
月25日㈬・台東保健所　時間 午後3時～3時30分　対象区内
在住の妊婦とそのパートナー　定員10組程度（先着順）　
申込方法 電話で下記問合せ先（開催場所）へ

広報
（5）　令和元（2019）年　11月20日 第1241号

【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）】パートナーとの関係で悩んでいませんか。DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにまずご相談
ください。　▷日時　月～土曜日（第1・3・5月曜日〈祝休日の場合は翌日〉を除く）午前9時～午後5時〈相談専用電話 TEL  3847－3611〉

保
険
・
年
金

介
護
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か

●
65
歳
に
な
る
と
介
護
保
険
料
の
納
め

方
が
変
わ
り
ま
す

　

40
～
64
歳
の
方
は
、
加
入
し
て
い
る

医
療
保
険
の
保
険
料
と
一
括
し
て
介
護

保
険
料
を
納
め
ま
す
。

　

65
歳
以
上
の
方
は
、
医
療
保
険
料
と

は
別
に
、
原
則
、
年
金
か
ら
の
天
引
き

で
納
め
ま
す
（
天
引
き
開
始
ま
で
は
納

付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）。

　

65
歳
の
誕
生
月
の
頃
に
、
介
護
保
険

証
と
通
知
書
・
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。

●
介
護
保
険
料
の
使
い
み
ち

　

介
護
が
必
要
な
方
や
そ
の
家
族
を
社

会
全
体
で
支
え
合
う
た
め
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
用
に
使
わ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用

時
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
に
よ
る
訪
問
介

護
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
入
所
等
）

の
自
己
負
担
は
、
原
則
と
し
て
、
費
用

の
１
割
・
２
割
・
３
割
の
い
ず
れ
か
と

な
り
ま
す
。

　

自
己
負
担
が
上
限
額
を
超
え
た
場
合
、

超
え
た
分
が
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と

し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
介
護
保
険
料
を
納
め
な
い
と

　

督
促
、
催
告
、
差
押
等
が
行
わ
れ
た

り
、
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
た
り
し
ま
す
。

　

ま
た
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
時
に

費
用
を
い
っ
た
ん
全
額
負
担
し
、
後
日
、

費
用
の
７
割
・
８
割
・
９
割
の
い
ず
れ

か
を
区
へ
請
求
す
る
方
法
に
変
わ
り
ま

す
。

　

さ
ら
に
、
滞
納
期
間
が
２
年
を
過
ぎ

る
と
時
効
と
な
り
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

時
効
と
な
っ
た
期
間
に
応
じ
て
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の
自
己
負
担
が
３
割

ま
た
は
４
割
に
増
え
、
高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
等
の
支
給
も
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
。

▽
問
合
せ　

介
護
保
険
課
資
格
・
保
険

料
担
当　

　

ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
２
４
２

健
康

専
門
医
に
よ
る
ぜ
ん
息
や
ア

ト
ピ
ー
等
の
ア
レ
ル
ギ
ー
相

談
▽
日
時　

12
月
13
日
㈮

　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

▽
場
所　

台
東
保
健
所
６
階
研
修
室　

▽
対
象　

区
内
在
住
の
方

▽
定
員　

６
人
（
先
着
順
）　

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

台
東
保
健
所
保

健
予
防
課

　

ＴＥＬ
（
３
８
４
７
）
９
４
９
２

善
意
の
献
血
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す

　

区
内
在
住
で
献
血
回
数
が
50
回
に
達

し
た
方
、
以
後
50
回
ご
と
の
回
数
に
達

し
た
方
に
献
血
功
労
者
と
し
て
、
感
謝

状
と
記
念
品
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。
今

回
、
次
の
方
に
贈
呈
し
ま
し
た
。

　

野
村
勇
雄
氏
（
三
筋
１
丁
目
）

　

該
当
す
る
方
は
左
記
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

▽
問
合
せ　

台
東
保
健
所
生
活
衛
生
課

　

ＴＥＬ
（
３
８
４
７
）
９
４
０
１

子
育
て
・
教
育

子
育
て
心
理
相
談（
予
約
制
）

　
「
子
供
や
家
族
の
こ
と
で
イ
ラ
イ
ラ

し
て
し
ま
う
」「
出
産
後
、
気
分
が
落

ち
込
み
が
ち
」
な
ど
の
相
談
に
、
専
門

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
応
じ
ま
す
。

▽
日
程
・
場
所　

①
12
月
18
日
㈬
・
浅
草
保
健
相
談
セ
ン

タ
ー

②
12
月
24
日
㈫
・
台
東
保
健
所

▽
時
間　

午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

（
１
人
30
分
程
度
）

▽
対
象　

区
内
在
住
で
、
就
学
前
ま
で

の
子
供
を
育
て
て
い
る
方

▽
申
込
み
・
問
合
せ

①
浅
草
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

　

ＴＥＬ
（
３
８
４
４
）
８
１
７
２

②
台
東
保
健
所
保
健
サ
ー
ビ
ス
課

　

ＴＥＬ
（
３
８
４
７
）
９
４
９
７

環
境

リ
サ
イ
ク
ル

緩
衝
材
、
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル

は
資
源
回
収
に
出
せ
ま
せ
ん

　

商
品
の
梱
包
等
に
使
わ
れ
る
緩
衝
材

や
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
は
「
燃
や
す
ご

み
」
で
す
。「
資
源
」
で
出
す
段
ボ
ー

ル
な
ど
に
入
っ
て
い
た
際
は
、
取
り
除

い
て
く
だ
さ
い
。

　

正
し
い
分
別
回
収
に
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

▽
問
合
せ　

清
掃
リ
サ
イ
ク
ル
課　

　

ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
２
９
１

玄
関
先
や
店
先
を
花
や
緑
で

飾
り
ま
し
ょ
う
（
プ
ラ
ン
タ

ー
設
置
費
用
助
成
）

　

玄
関
先
や
店
先
に
、
花
や
緑
を
植
え

た
プ
ラ
ン
タ
ー
を
置
く
場
合
、
か
か
っ

た
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

▽
助
成
対
象　

自
ら
の
敷
地
内
で
、
道

路
に
面
し
た
場
所
に
設
置
す
る
プ
ラ

ン
タ
ー
、
花
苗
等
購
入
経
費

▽
条
件　

新
た
に
設
置
す
る
プ
ラ
ン
タ

ー
等
の
面
積
が
０
・
25
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
（
新
聞
紙
１
面
以
上
の
広

さ
）
に
な
る
こ
と

※
プ
ラ
ン
タ
ー
の
大
き
さ
・
設
置
場
所

　

・
植
え
る
植
物
等
条
件
が
あ
り
ま
す
。

材
料
購
入
前
に
必
ず
左
記
へ
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

※
予
算
が
な
く
な
り
次
第
終
了
。

▽
問
合
せ　

環
境
課

　

ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
３
２
３

プレママ・パパ交流会、育児相談

問合せ 台東保健所保健サービス課 TEL （3847）9497
浅草保健相談センター TEL （3844）8172

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時 場所

12月3日㈫午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター
谷中分室

12月5日㈭午後1時30分～2時30分 生涯学習センター4階
（はばたき21）

12月6日㈮午前10時～11時 今戸児童館
12月11日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
12月13日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
12月19日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）
日時（受付は午前10時～10時15分） 場所
12月18日㈬午前10時～11時30分 浅草保健相談センター
12月24日㈫午前10時～11時30分 台東保健所

●1～3か月児の育児相談（予約制）
日時 場所

12月17日㈫午後1時30分～3時30分 浅草保健相談センター
12月25日㈬午後1時30分～3時30分 台東保健所

　対象は、ひとり親家庭の父・母で、児童扶養
手当の支給を受けているか、受けている方と同
等の所得水準の方です。※いずれも要事前相談
●高等職業訓練促進給付金　経済的自立に効
果的な資格を取得するため、1年以上養成機
関等で修学し、就業（育児）と修学の両立が
困難な場合に、生活費の負担軽減として助成
します。　対象資格 看護師（准看護師を含む）・
精神保健福祉士・理学療法士・作業療法士・
保健師・助産師・言語聴覚士・視能訓練士・
義肢装具士・臨床工学技士・臨床検査技師・
診療放射線技師・歯科技工士・歯科衛生士・
柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師
・きゅう師・介護福祉士・社会福祉士・保育士・
理容師・美容師・栄養士・調理師・製菓衛生師・
一級建築士・二級建築士・木造建築士
①修学費助成　 支給期間 修学全期間（上限4
年）　支給額 住民税課税世帯は月額7万500円

（修学期間の最後の1年間のみ月額11万500
円）、非課税世帯は月額15万円
②修了支援給付金　支給額 住民税課税世帯は
2万5千円、非課税世帯は5万円
●自立支援教育訓練給付金　適職に就くため
に必要であると認められる、区が指定した教

育訓練講座の受講料等の一部を給付します。　
対象講座 ①雇用保険制度の一般教育訓練給付
の指定教育訓練講座　②雇用保険制度の専門
実践教育訓練給付の指定教育訓練講座
支給額 受講費用の60％（①1万2千円～20万円　
②1万2千円～80万円〈年間上限20万円・最
大4年間〉）
●自立支援プログラム策定　専門の相談員が
プログラムを策定し、ハローワーク等関係機
関と連携して自立・就労を支援します。
●高等学校卒業程度認定取得支援給付金　ひ
とり親家庭の学び直しを支援するため、受講
費用の一部を支給します（20歳未満の子供
も対象）。　対象講座 民間事業者等が実施する
高等学校卒業程度認定試験の対策講座（通信
制も含む）
①受講修了時給付金　 支給時期 対象講座修了
時　支給額 受講費用の30％（4千円～20万円）
②合格時給付金　 支給時期 高卒認定試験の全
科目合格時　支給額 受講費用の70％（①との
合計で最大30万円）

問合せ 子育て・若者支援課給付担当（区
役所6階⑦番） TEL （5246）1232

ひとり親家庭の就業や学び直しを支援します

　

平
成
30
年
度
の
国
民
健
康
保
険
財

政
（
図
１
）
は
、
29
年
度
と
比
べ
る

と
、
歳
入
全
体
で
は
約
29
億
円
の
減
、

歳
出
全
体
で
は
約
25
億
円
の
減
と
大

き
く
減
少
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

法
改
正
に
よ
り
財
政
の
仕
組
み
が
変

わ
っ
た
こ
と
が
主
な
要
因
で
す
。

　

ま
た
、
１
人
あ
た
り
の
保
険
料
納

付
額
と
国
民
健
康
保
険
が
負
担
し
た

１
人
あ
た
り
の
医
療
給
付
費
は
図
２

の
と
お
り
で
す
。

　

皆
さ
ん
が
病
院
等
で
支
払
う
医
療

費
の
残
り
を
医
療
給
付
費
と
し
て
、

国
民
健
康
保
険
で
支
払
っ
て
い
ま
す
。

医
療
給
付
費
の
支
出
が
増
え
る
と
、

皆
さ
ん
の
保
険
料
も
そ
れ
に
比
例
し

て
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
医
療

費
は
定
期
的
に
健
診
を
受
け
る
な
ど
、

1
人
ひ
と
り
が
健
康
に
関
心
を
持
つ

こ
と
で
、
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
料
の
収
納
率
は
年
々

増
加
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
納

期
限
ま
で
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
問
合
せ　

国
民
健
康
保
険
課
庶
務

係
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
２
５
１

図1  国民健康保険の財政概要 （平成30年度）

総務費・その他
約18億円　7.8％

区支出金
約32億円　13.4％

都支出金
約135億円　56.3％

その他　約12億円　5.1％

歳入
約240
億円

歳出
約232
億円

保険給付費
約133億円　57.3％

国民健康保険事業費
納付金
約81億円　34.9％

保険料
約61億円　25.2％

25
20
15
10
5
0

29年度28年度 30年度

保険料収納額 医療給付費
（万円）

図2 1人あたりの保険料と国保が負担した 
　　給付費および収納率の推移
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255,260255,260

98,34398,343

台
東
区
の
医
療
費
と
保
険
料


